
東海市児童福祉団体活動事業費補助金交付申請書記入上の注意
１　交付申請書（表紙）
1 団体名、団体長名を記入してください。
2 電話番号は書類の訂正等で連絡する場合があるので、連絡のとれる番号をお願いします。
3 交付申請額は、補助金額　以下の限度内の額を記入してください。
ア　学区子ども会　　50,000円
イ　子ども会連合会　25,000円
ウ　単位子ども会　　5,000円と4月1日現在の子ども会加入者（小学生に限
る）の総数に520円を乗じて得た額の合計
4 申請日は記入しないでください。
２　予算書
1 収入予算額（☆）と支出予算額（★）を同額となるように記入してください。
2 収入欄について
· 説明欄には、事業内容等がわかるようできる限り詳細に記入してください。
· 説明欄の各用語については、次のとおりです。
· 普通会費 ： 月額又は年額で定期的に徴収する会費
· 特別会費 ： 特定の行事のために特別に徴収する会費（キャンプ代等）
· 市補助金 ： 市からの補助金額（交付申請額）
· 繰 越 金 ： 前年度予算からの繰越金額
· 寄 付金 ： 来賓からの祝儀や、町内会、自治会、PTA等からの助成金等
· 預金利子 ： 銀行等の預貯金により発生した利子
· 雑収入 ： その他どこにも属さない収入金額
3 支出欄について
· 説明欄には、事業内容等がわかるようできる限り詳細に記入してください。
· 説明欄の各用語については、次のとおりです。
· 会議費 ： 総会、世話人会議等を開催したときのお茶代や会場使用料等
· 消耗印刷費 ： 総会、世話人会議等における資料作成に要した経費や事務用
品の購入代等（行事用に購入したものは事業費とする。）
· 通信費 ： 連絡用の切手代等
· 事業費 ： 行事にかかった経費（行事ごとに記入。なお、経費のかから
ない行事については記入しないこと。）
· 安全会 ： 安全会費として支払う金額
· 負担金 ： 市子連会費として支払う金額
３　補助金対象経費について
　　認められる補助金対象経費は①②を満たすもので、補助率は100％以内です。
1 子ども会の事業費に掛かる経費であること（会議費、事務費、負担金は補助対象外）。
2 子どもが参加する行事（子と保護者の参加は可）に掛かる経費であること。
※会員がいない活動（例：大人のみで実施した清掃活動等）は子ども会活動ではないため、補助対象外です。
※行事内で収入がある場合は、支出から収入を引いた分を補助対象経費とします。
４　事業計画一覧表
1 年間行事予定を記入してください。
2 参加人員欄は、大人と子どもに分けて人数を記入してください。（分けることができない場合は、わかる範囲で結構です。）
５　その他
1 書類はパソコンで作成又はボールペンで記入してください。（鉛筆、こするとインクが消えるペンは不可）
2 訂正する際は修正テープ等を使用せず、二重線を引いた上で訂正してください。
3 その他不明な点等については、こども課までお問い合わせください。
　
